
７月５日（土）は、人権学習の学習参観を行いました。「人権を大切にすること」は、「自分と同じよう

に人のことを大切にすること」です。今回御覧いただいた授業では、各学年の実態に応じて「人権」を

考えさせました。子どもたちの人に対する関わり方や見方があたたかいものになるよう、今回の授業も

一つのきっかけとして人権意識を育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

糸島市立一貴山小学校 

校長 小川 亜紀 

令和７年７月 18 日 

小川 亜紀 

７月夏休み号 

学習参観ありがとうございました～７月人権学習～ 

１年「あたたかいことばかけ」 

友達にどのような言葉かけをした
ら嬉しくなるのか考えました。 

２年「ふわふわ言葉ちくちく言葉」 

嬉しくなる言葉と悲しくなる言葉、
両方を考えました。 

３年「世界の料理！いろいろ」 

身近にある世界の料理を調べ、外
国に親近感を感じました。 

４年「１万着のドレス」 

性別関係なく、好きなものを好き
でいることの大切さを考えました。 

５年「向こう岸には」 

知らない人だからこそ、知って、互
いに理解する大切さを考えました。 

６年「ひとりよがりの使い方」 

ＳＮＳの使い方の難しさを自分の
生活と重ねて考えました。 

【人権教育推進の基本的な視点】 

①全ての人が等しく学習機会を得て

自己の能力を最大限に伸ばすこと 

②人権や人権問題について学び、理

解を深めること 

③人権が大切にされた環境で学ぶこと 

④人権が大切にされた社会を目指すこと 

引用「福岡県人権教育・啓発基本指針」 

左は、人権教育を推進するにあたって、学校教育や社会教育の

場で大切にしたい視点とされているものです。特に、③については

大事だと考えます。人権が大切にされた雰囲気や環境で育つ子ど

もは、自然と、何が心地よく、何が自分の心を痛めるのか感じ、人

権感覚を育むことができます。これは「隠れたカリキュラム」と言う

そうです。そう考えると、学校に通う子どもたちは学校や教室の雰

囲気、先生の言葉かけ等、目に見え、耳に聞こえ、肌で感じる学校

環境の全てから人権感覚を磨いていくことになります。子どもの人

権感覚に大きな影響を与えることを考え、美しい言葉遣いや相手

をいたわる言葉かけを意識しなければと思います。 



本日で、前期前半が終了します。保護者の皆様や地域の皆様には、日頃より児童が楽しく安全に学

校生活を送ることができるよう、多くの御支援をいただきました。おかげで、安心して教育活動を行うこ

とができました。本当にありがとうございました。 

 明日から夏休みになります。たくさんの自由な時間を、ぜひ「自分で決めてたくさんのことに挑戦す

る」ことに生かしてほしいと思います。例えば、生きものなど興味があることの研究、お手伝い、工作、調

理、読書、観察や実験などなど、知的好奇心を存分に高めて実践してほしいと思います。 

 ８月２７日（水）に、子どもたちが元気に登校することができるよう、御家庭での健康管理や

安全指導をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■□８・９・１０月の主な行事予定（変更がある場合は通信等でお知らせいたします）□■ 

８ 月 １０月 

    ７月１９日（土）～８月２６日（火）夏季休業     
 
２７日（水）前期後半開始 給食なし １２：05 下校 
28 日（木）給食開始 

１日（水）立哨指導 
第３回学校運営協議会 

  ２日（木）赤ペン先生（１・２・５・６年生） 
18：30ＰＴＡバザー委員会 

  ８日（水）前期終業式 給食なし １２：05 下校 
☆★☆１０月９日（木）～１０月１３日（月）秋休み☆★ 

１４日（火）後期始業式 給食なし １２：05 下校 
１５日（水）立哨指導 
１８日（土）運動会準備  １～３年 ４時間授業 
                    ４年   ５時間授業 
                    ５・６年 ６時間授業 
１９日（日）いきさん大運動会 給食なし １２：３０下校 
２０日（月）10/18 分振替休業日 
２１日（火）10/19 分振替休業日 
２２日（水）全校５時間授業 運動会予備日 
２３日（木）スクールカウンセラー来校（午前） 
２８日（火）はまぼう読み聞かせ 
３１日（金）お弁当の日 ※校外学習を予定しています 

ＰＴＡ青パト隊 

９ 月 

１日（月）立哨指導 
        ５年生社会科見学（お弁当持参） 
２日（火）４年生社会科見学（給食時帰校・弁当不要） 
３日（水）スクールカウンセラー来校（午前） 

 ４日（木）保護者と学ぶ規範意識育成（４５６年生） 
        第３回 PTA 役員会 
 ５日（金）スマホ・ネット人権教室（３年生） 
１０日（水）認知症サポーター養成講座（４年生） 
１１日（木）九大寺子屋（５年生）  
１２日（金）ＰＴＡ青パト隊 
１６日（火）立哨指導 はまぼう読み聞かせ 
１７日（水）－１９日（金）二丈中職場体験 
２２日（月）19：00 ベルマーク委員会 

 

 

 

いよいよ夏休み！安全に、元気に、充実した夏を！ 

 事件や事故に遭わないこと  

本日配布の「夏休みの過ごし方」を、御家庭で必ず一緒に読んでください。 

交通事故から自分の命を守る合言葉「とまる・見る・待つ」の確認もお願いいたします。 

  全国で水難事故が起こっています。子どもだけで、海や川、池に行かないこと、また、水路に近

寄らないこと、雨の後は特に危険であることを、各御家庭でお子様に十分に話してください。 

 

【お知らせ】 

①夏季休業期間の電話受付は、平日８時３０分～１７時となります。 

②８月１２日（火）～８月１５日（金）は学校閉庁日としております。この期間、職員は出勤しておりません。

緊急な場合は、糸島市教育委員会学校教育課（092-332-2097）に御連絡ください。 

  なお、土日の緊急連絡は、糸島市役所（092-323-1111）に御連絡ください。 

 心の相談  身近な人に相談しづらい時の窓口です。各児童のタブレットには相談窓口の

アプリを入れています。悩みがあれば連絡をするように指導しています。 

 ※匿名での相談ができます。 

○ 子どもホットライン２４（毎日 24 時間対応）  ０９４８－２５－３４３４ 

○ ２４時間子供ＳＯＳダイヤル  ０１２０－０－７８３１０ 

○ いのちの電話         ０９２－７４１－４３４３ 


